
 

しが子ども読書活動推進協議会設置要綱 

 

（名称） 

第１条 この協議会は、しが子ども読書活動推進協議会と称する。（以下「協議会」とい

う。） 

 

（目的） 

第２条 この協議会は、子どもの読書活動を推進することを目的として設置する。 

２ 協議会は、次に掲げる事項について意見交換を行うものとする。 

 （１）子どもの読書活動を推進するための連携協力に関すること 

 （２）子どもの読書活動推進に関する広報啓発に関すること 

 （３）その他、目的達成のために必要なこと 

 

（構成） 

第３条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が選任する。 

 （１）学識経験者 

 （２）民間団体関係者 

 （３）学校図書館関係者 

 （４）公立図書館関係者 

 （５）関係行政担当者 

２ 第１項第５号に規定する者は、別表１のものとする。 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、選任された日から翌年度末までとする。ただし、再任されること

を妨げない。 

 

（役員） 

第５条 協議会に会長１名を置く。 

２ 会長は、協議会の会議の議長として会議の進行を行う。 

３ 会長は、委員の中から互選する。 

 

（会議） 

第６条 会議は、必要に応じて教育長が招集する。 

２ 会議は、公開とする。ただし、教育長が必要と認めるときは、非公開とすることがで

きる。 

３ 教育長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。 

 

（運営） 

第７条 協議会の運営に必要な事務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。 

 

（雑則） 

第８条 この要綱に定めるもののほかに、協議会の運営に必要な事項は、教育長が別に定

める。 

 

 

 

 



付則 

 この要綱は、平成１４年１１月２０日から施行する。 

付則 

 この要綱は、平成１５年７月１８日から施行する。 

付則 

 この要綱は、平成１６年７月１５日から施行する。 

付則 

 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

付則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

付則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

付則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

付則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

付則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

付則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

付則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

付則 

 この要綱は、令和５年４月３日から施行する。 

   

 

別表１ 

 

総務部私学・県立大学振興課長 

 

 健康医療福祉部子ども・青少年局子ども未来戦略室長 

 

健康医療福祉部子ども・青少年局子育て支援室長 

 

 教育委員会事務局高校教育課長 

 

教育委員会事務局幼小中教育課長 

 

教育委員会事務局特別支援教育課長 

 

 教育委員会事務局生涯学習課長 

 

 県立図書館長 

 

 


